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NEDO第5期中長期目標（令和5年度から令和9年度）の概要 （令和5年3月策定）

【第5期におけるＮＥＤＯのミッション】
一 高度な研究開発マネジメントの実施による研究開発成果の創出とその成果を企業等が速やかに社会実装に繋げることを支援するな

 ど、研究開発を通じたイノベーション創出に貢献する。
二 研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援を推進する。
三 戦略分野を見極めつつ、中長期的な視点に立った研究開発やイノベーション政策等の企画・立案に貢献するため、NEDOの技術

 インテリジェンス機能を強化。

１.研究開発マネジメントを通じたイノベーション創出への貢献
（１）ナショナルプロジェクト及びテーマ公募型事業の実施
（２）国際実証・国際共同研究事業の実施
（３）特定公募型研究開発業務（基金事業）の実施
（４）国際的な議論への貢献及び関係機関との連携等
（５）各事業における技術流出の防止

２.研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援
（１）イノベーション・エコシステムの形成に資する研究開発型スタートアップの育成
（２）関係機関とのネットワーク構築
（３）特定公募型研究開発業務（基金事業）の実施

３.政策立案や研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンスの強化・蓄積
（１）政策立案・研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンス機能
（２）イノベーションシーズの創出による政策立案等への貢献

・柔軟で効率的な業務推進体制の構築、業務の効率化、基金事業執行体制整備
・一般管理費及び業務経費について、前年度比1.10％の効率化。
・職員の能力開発、コンプライアンスの推進。
・DXの取組強化、財務内容の改善、情報セキュリティ対策。

・8基金、総額約5.7兆円規模(令和4年度末)に達する基金事業の適切な管理・執行

研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

業務運営の効率化／財務内容の改善／その他重要事項

基金事業の適切な管理・執行
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第5期中長期目標の主な変更内容

1. グリーントランスフォーメーション（GX）を巡る最新動向の反映

➢令和5年2月のGX基本方針（令和5年2月閣議決定）以降、GXを巡る法制度、GX推進に係る各種の政
府決定など、GXを巡る動向が進展。

➢NEDOは、グリーンイノベーション基金事業を始めとしたGX関連の研究開発プロジェクトの推進を
担っているなど、政府のGX施策実施機関として重要な組織のためGXを巡る最新動向を反映。

⇒「Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）」に追記

2. 産業競争力強化法の改正によりNEDOに追加された２つの業務の追記

➢産業競争力強化法の改正（令和6年6月法律第45号）伴い、①ディープテック・スタートアップの事
業開発活動への支援、②技術戦略の策定等で得られた知見による助言業務を追加。

⇒ ①は「２．研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援」に追記

  ②は「３．政策立案や研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンスの強化・蓄積」に追記

3. 研究セキュリティ・インテグリティへの対応の明記

➢内閣府より令和6年3月末に示された研究セキュリティ・インテグリティの確保に関する方針に加え、
セキュリティ・クリアランス法に基づく適合事業者にNEDOが該当する可能性や、経済安全保障上の
重要技術を育成する事業、重要物資の国内生産能力を増強する生産設備支援事業等に既にNEDOが関
与していることを踏まえ、中長期目標中に追記。

⇒「１．研究開発マネジメントを通じたイノベーション創出への貢献」の関連部分を修正
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第5期中長期目標の変更内容

1. グリーントランスフォーメーション（GX）を巡る最新動向の反映。

➢令和5年2月のGX基本方針（令和5年2月閣議決定）以降、GXを巡る法制度、GX推進に係る各種の政
府決定など、GXを巡る動向が進展。

➢NEDOは、グリーンイノベーション基金事業を始めとしたGX関連の研究開発プロジェクトの推進を
担っているなど、政府のGX施策実施機関として重要な組織。

➢令和5年3月にNEDO第5期中長期目標を策定したところであるが、こうしたGXを巡る最新動向を反
映できていないため、今回、反映を行う。

GXを巡る動向

○令和5年2月 GX実現に向けた基本方針（閣議決定）

・エネルギー安定供給の確保を大前提としたGXの取組

・「成長指向型カーボンプライシング構想」等の実現・実行

○令和5年5月 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（GX推進法）成立

・脱炭素成長型経済構造移行債（GX経済移行債）の発行・償還

・脱炭素成長型経済構造移行推進機構（GX推進機構）の設立 等

○令和5年7月 GX推進戦略（閣議決定）

○令和5年12月  「分野別投資戦略」の取りまとめ・公表
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新旧対照表

新 旧

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）
１．政策体系におけるＮＥＤＯの位置付け

（前略）
  さらに「スタートアップ育成５か年計画（2022年11月）」として、2022年

をスタートアップ創出元年と位置付け、人材・ネットワークの構築、資金
供給の強化と出口戦略の多様化、オープンイノベーションの推進を３
本柱として推進する政策の全体像を示している。

加えて、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造から、クリーンエ
ネルギー中心のものへ転換すること等を通じて、エネルギー安定供給、
経済成長、脱炭素化の３つを同時に実現することを目指すグリーント
ランスフォーメーション（ＧＸ）の実行の流れが加速化している。ＧＸ実現
に向けた基本方針（令和5年2月10日閣議決定）の決定・公表、脱炭素
成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和5年法律
第32号。以下「ＧＸ推進法」という。）の公布・施行、脱炭素成長型経済
構造移行推進戦略（令和5年7月28日閣議決定）、分野別投資戦略（令
和5年12月22日経済産業省公表）が決定・公表されており、今後10年
程度のＧＸの方針が示されている 。

このような中で、ＮＥＤＯには、エネルギー・環境政策、産業技術・イノ
ベーション政策の実施を担う重要な国立研究開発法人として、これま
で組織として培ってきた知見やノウハウ、ネットワーク等を更に強化・
活用し、政府と産業界との間に立って、以下に掲げるミッション、ひい
ては、エネルギー・地球環境問題の解決や産業技術力の強化といった
大目的への貢献がこれまで以上に期待される。

Ⅰ．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション）
１．政策体系におけるＮＥＤＯの位置付け

（前略）
さらに「スタートアップ育成５か年計画（2022年11月）」として、2022年

をスタートアップ創出元年と位置付け、人材・ネットワークの構築、資金
供給の強化と出口戦略の多様化、オープンイノベーションの推進を３
本柱として推進する政策の全体像を示している。

このような中で、ＮＥＤＯには、エネルギー・環境政策、産業技術・イノ
ベーション政策の実施を担う重要な国立研究開発法人として、これま
で組織として培ってきた知見やノウハウ、ネットワーク等を更に強化・
活用し、政府と産業界との間に立って、以下に掲げるミッション、ひい
ては、エネルギー・地球環境問題の解決や産業技術力の強化といった
大目的への貢献がこれまで以上に期待される。
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2.『新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改
正する法律』（令和6年6月法律第45号）の成立によりNEDOに２つの業務が追加。

👈追加業務１

👈追加業務２



シード ミドル以降アーリー

実用化研究開発

事業の
発展段階

量産化・スケール化を実
現するための研究開発の
段階

研究開発を伴いつつも、事業
開発を主として行う段階

量産化実証

NEDO法改正により新たに
支援対象とする領域

現在、ディープテック・スタートアップ支援事業（1千億円、
基金事業）で支援している主な領域

追加業務１の概要：ディープテック・スタートアップの事業開発活動への支援

⚫ NEDOを通じたディープテック・スタートアップ支援において、これまで研究開発を支援。

⚫ 今般の法改正により、事業開発（商用設備投資等）を通じた企業化の実現まで支援を可能とし、スタート
アップの革新的な技術の事業化・社会実装を一層強力に促進。

事業開発（PMF支援）

➡ 顧客の獲得・拡
大

➡ 事業会社等との
更なる事業連携

➡ VCや金融機関
等からの出資・融資
等による大規模な
資金調達

➡ （当該企業に対
してだけでなく、）
VC等がディープテック
分野で大規模な資
金を投じやすい状況
の醸成

（支援対象領域のイメージ）

支
援
対
象
の
活
動
例

実用化に向けた要素技術
レベルの研究開発の段階

※PMF（プロダクト・マーケット・フィット）：製品・サービスが市場に適合し、事業として成立すること

• 研究開発用の設
備・備品等の取得

• 製品プロトタイプの
製作

• 要素技術の確立

• 研究開発用の
パイロットプラントの
建設

• サンプル出荷
• 量産技術の確立

• 商用の量産プラント
の建設

• 他社との事業連携
• 量産技術の更なる

改良

主
な
事
業
活
動

補助上限：3～10億円、
補助率2／3

支
援
内
容

補助上限：25億円、
補助率2／3

企
業
化
の
実
現
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（参考）GX関連分野のスタートアップ支援策の全体像

経営人材（EIR*等）・
*Entrepreneur In Residence

技術シーズの研究支援
金融支援・

脱炭素価値開示支援

◼ 研究開発終了後、大規模受注に至るまでには、需要開拓・資金調達の面で大きな壁が存在。「技術で勝ってビジ
ネスで負ける」ことの無いよう、スタートアップを活用し、我が国が誇る幅広い技術の早期実装を国内外で促進。

◼ 具体的には、従来のスタートアップ支援策を抜本強化し、今後５年間で2,000億規模の支援を措置。

① 既存の研究開発段階における支援と一体的に設備投資段階の投資を支援

② GXリーグでSU製品サービスへの需要関心情報の整理、参画企業と連携した需要開拓を支援

③ 海外で多用されるベンチャーデット等の普及に向け、GX推進機構による債務保証等の金融支援を措置

初期
需要

事業会社
・VC・

金融機関

研究開発
資金

事業会社
・VC・

金融機関

購入契約

事業会社
・金融機関

事業開発
資金

技術シーズ
・初期需要

事業会社
・大学等

認定インキュベーター
・VC

経営人材
（EIR等）

GXリーグ等
参画企業の需要情報の整理

・標準化戦略の検討
→ 支援対象者による活用

事
業
者
の
取
組

政
策
支
援

実用化・量産化・PMF確立に
向けた研究開発・設備投資等支援

NEDO等
（委託・補助・懸賞広告）

GX推進機構等
（ファイナンス支援）

シード期・アーリー期 ミドル期以降起業・プレシード期

GXリーグ等
初期段階から潜在需要家や大学
と連携して課題を設定・デザイン

コンテスト型支援、伴走支援（事業計画、標準化戦略等）
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（参考）GX分野のディープテック・スタートアップ支援事業
令和6年度予算額 410億円（新規）

産業技術環境局

技術振興・大学連携推進課

環境政策課

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

ＧＸ分野における日本の関連技術ポテンシャルは大きいとの分析
もある中、ポテンシャルを最大限活用・発展させることで、競争力
強化と排出削減を追求。

一方、日本は、GX分野における社会実装段階で国際競争に劣
後している状況。より幅広い技術シーズの早期実装に向けては、
市場動向を踏まえた機動的な研究開発体制・リスクマネーへのア
クセス等の観点から、スタートアップの活用が重要。

ＧＸ分野においては、技術シーズを元にスタートアップが生み出さ
れ、当該スタートアップが研究開発し、社会実装を実現するまで
に需要面・資金調達面での大きな壁が存在。

こうした課題を解消し、「技術で勝ってビジネスで負ける」ことの無
いよう、スタートアップを活用することで、ＧＸ関連技術の早期実
装を強力に後押しする。

成果目標

ＧＸ分野のスタートアップの事業成長を加速させることを成果目
標とする。

短期的には、支援終了後１年以内に、次シリーズでの資金調
達を実施した者の割合を５割を目指す。

中期的には、資金調達にとどまらないより野心的な成果を追求
し、大規模商用生産等の開始、取引所上場・買収等に至るこ
とを目指す。長期的には排出削減・経済成長を同時に実現す
るＧＸの推進及び世界に冠たるＧＸスタートアップ・エコシステム
の創出・発展を目指す。

事業概要

本事業では、技術及び事業の確立までに多くの課題を抱えるGX
分野のディープテック・スタートアップ等を対象に、創業前段階から
事業拡大段階において、研究開発や設備投資等を始めとする
起業・事業成長に必要な支援を複数年度にわたって実施する。
その際、GXリーグとの連携による需要開拓も一体的に実施してい
く。

補助等
（2/3等）
/2、2/3
等）

国立研究開発法
人新エネルギー・産
業技術総合開発
機構（NEDO）

スタート
アップ等国

交付金
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新旧対照表

新 旧
２．研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援

（１）イノベーション・エコシステムの形成に資する研究開発型スタートアップの育成
（前略）

第５期中長期目標期間においては、イノベーションの担い手として、革新性・機動性
に富んだ研究開発型スタートアップの育成がより一層重要になってきていることに鑑
み、スタートアップの研究開発に対する支援の質を一層高めていく。特に、高度な研
究開発のプロジェクトマネジメントを行うプロフェッショナルとして、研究開発型スター
トアップが直面する課題解決を支援し、イノベーションの担い手としての成長・企業価
値向上を後押しする観点から、起業前後の概念実証への支援とともに、ベンチャー
キャピタルや事業会社等と協調し、実用化開発や量産・実証開発を大規模かつシー
ムレスに支援する。また、グローバル化を視野に入れたイノベーションの実現に向け、
国外のニーズや国外規制等に対応するための研究開発・実証についても同様に
シームレスに支援を行う。さらに、研究開発の高度化に加え、「スタートアップ向け研
究開発マネジメント」として重要な事業開発や事業・組織の強化を促進する観点から、
経営人材候補等の育成や外部からの専門人材等の参画を促す取り組み等も合わ
せて実施する。

また、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法
等の一部を改正する法律（令和6年6月7日法律第45号）により国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成14年法律第145号。以下「ＮＥＤＯ法」と

いう。）が一部改正され、ＮＥＤＯによるディープテック４分野のスタートアップ（以下
「ディープテック・スタートアップ」という。）の事業開発活動への補助業務が追加され
た５（ＮＥＤＯ法第15条第3号の2）。本補助業務はＧＸを対象に実施することとし、ＧＸ
推進法第7条に基づく脱炭素成長型経済移行債を財源とするＮＥＤＯへの運営費交

付金を活用して、ＧＸの実現に資するディープテック・スタートアップへの支援を本補
助業務も含めて行うものとする。

4 「ディープテック」は、主として以下のような技術を指す用語

・大学や研究機関、事業会社の研究開発から生まれた革新的な技術であること。対象技術分 野は、ロボ
ティクス、ＡＩ、エレクトロニクス、ＩｏＴ、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ライフサイエンス、バイオテク
ノロジー技術、航空宇宙等の幅広い分野が入るもの。
・商業化までに長期的かつ多額の研究開発投資や設備投資を要するもの。
・社会課題（特に中長期的な社会課題）の解決に貢献するもの。

5  今般のNEDO法改正により追加する業務の対象者とするスタートアップについては、過去にベンチャー 
キャピタル（VC）等から事業資金を得ている事業者であって、これまでの共同研究開発その他の事業連携

等により製品・サービスに対する需要の存在が一定程度裏付けられつつあり、また、企業化に向けた社内
体制（当該体制の構築を目指す計画段階のものを含む。）及び具体的なマイルストーンを有し、事業成長
のために研究開発投資を積極的に行っているようなものを指す。

２．研究開発マネジメントを通じたスタートアップの成長支援
（１）イノベーション・エコシステムの形成に資する研究開発型スタートアップの育成

（前略）

第５期中長期目標期間においては、イノベーションの担い手として、革新性・機動性
に富んだ研究開発型スタートアップの育成がより一層重要になってきていることに鑑
み、スタートアップの研究開発に対する支援の質を一層高めていく。特に、高度な研
究開発のプロジェクトマネジメントを行うプロフェッショナルとして、研究開発型スター
トアップが直面する課題解決を支援し、イノベーションの担い手としての成長・企業価
値向上を後押しする観点から、起業前後の概念実証への支援とともに、ベンチャー
キャピタルや事業会社等と協調し、実用化開発や量産・実証開発を大規模かつシー
ムレスに支援する。また、グローバル化を視野に入れたイノベーションの実現に向け、
国外のニーズや国外規制等に対応するための研究開発・実証についても同様に
シームレスに支援を行う。さらに、研究開発の高度化に加え、「スタートアップ向け研
究開発マネジメント」として重要な事業開発や事業・組織の強化を促進する観点から、
経営人材候補等の育成や外部からの専門人材等の参画を促す取り組み等も合わ
せて実施する。



⚫ 標準化や知的財産によるルール形成競争が国際的に活発化する一方で、日本の企業や大学等
の研究機関は、標準化や知的財産を一体的に活用した戦略（オープン＆クローズ戦略）を、十
分に構築・活用できていない。

⚫ このため、産業競争力強化法において、企業と大学等が共同で実施する研究開発について、標準
化と知的財産を一体的に活用する戦略（オープン＆クローズ戦略）の策定・活用を促進するための
計画認定制度（特定新需要開拓事業計画）等を創設。認定した企業・大学等の活動に対して、
INPIT、NEDOによる助言を措置する。

⚫ これにより、研究開発成果の社会実装・市場化を推進し、企業の収益力の向上につなげる。
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（出所） 一般社団法人日本能率協会（JMA）「日本企業の経営課題2021」
（経済産業省一部加工）

企業の研究開発領域で重視されている要素大学発SUから見た課題（アンケート結果）

✓大学発特許を活用しているが、知財戦略・
財源の不足により外国出願が十分カバーさ
れていなかった。

✓大学からの特許実施許諾に係る対象エリア
が日本だけに限定されているものもあり、もっ
と先を見越した特許戦略が必要だった。

✓当社は大学発ベンチャーであるため出願は
大学が主体となることがあるが、権利を譲り
受けても権利範囲や各国移行が不十分で
ある。

（出所）スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研究報告書
（令和3年度）（経済産業省一部加工）

追加業務２：NEDO助言業務の概要

➢ 本助言業務の追加を中長期目標に記載するとともに、毎年度、本追加業務を適切に評価できるようにするための変更を行う。



新 旧
３．政策立案や研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンスの強化・蓄積
（１）政策立案・研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンス機能

（略）

政策エビデンスを提供する活動の一つとして、ＴＳＣは「技術戦略」の策定を通じ、多様
なニーズに対応したタイムリーな技術インテリジェンスの提供及び将来の技術課題の提
示を行う。「技術戦略」は、原則これら国内外の技術情報の収集・分析の成果を踏まえ
た、技術革新がもたらす将来の国内外市場の分析及び産学官の連携等によりその市
場獲得につなげるための施策（研究開発プロジェクト構想を含む）の方向性からなるも
のとする。また、必要に応じて政策動向も勘案した政策当局との議論を通じ、技術分野
毎に企業が抱える共通の課題や技術領域を抽出することにより、産学官連携やスター
トアップ企業等による課題解決に向けた取組を促進する。
さらに、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等

の一部を改正する法律（令和6年6月7日法律第45号）によるNEDO法の一部改正によっ

て追加された、特定新需要開拓事業活動に関する計画の認定を主務大臣より受けた
者からの依頼に応じて行う助言業務（NEDO法第15条第8号の2）について、技術戦略の

策定の過程で得られた知見等を用いて確実に対応し、知財・標準化を一体的に活用し
たオープン＆クローズ戦略の策定・活用による市場獲得・社会実装の取組を進める。ま
た、その対応を通じて、NEDOのオープン＆クローズ戦略の策定・活用に関する知見を
深化させ、研究開発マネジメントの高度化に貢献する。

なお、「技術戦略」の策定においては、内容の客観性を担保するため、情報の取扱及
び情報の陳腐化に注意しつつ、策定途中の案の取りまとめの方向性について複数の外
部専門家から意見を聞くものとする。また、知財・標準については、事業成果の社会実
装のための重要な取組と位置付け、個々の技術戦略の必須の検討事項とする。
（略）
（定量指標）
指標３.‐１

[削除]
[記載場所移動]

外部有識者により構成される委員会において、①内外の技術情報の収集・分析、②
政策エビデンスの提供、③活動の成果の発信、④特定新需要開拓事業活動に関する
計画の認定を主務大臣より受けた者からの依頼に応じて行う助言業務の実施状況の４
つの観点で、策定した資料の政策文書への引用数、施策立案等に活用された技術戦
略の数等の定量指標も用いながら評価し、４段階評点の平均が最上位または上位の
区分の評価となることを目標とする。【重要度高】【困難度高】

３．政策立案や研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンスの強化・蓄積
（１）政策立案・研究開発マネジメントに貢献する技術インテリジェンス機能

（略）

政策エビデンスを提供する活動の一つとして、ＴＳＣは「技術戦略」の策定を通じ、多様
なニーズに対応したタイムリーな技術インテリジェンスの提供及び将来の技術課題の提
示を行う。「技術戦略」は、原則これら国内外の技術情報の収集・分析の成果を踏まえ
た、技術革新がもたらす将来の国内外市場の分析及び産学官の連携等によりその市
場獲得につなげるための施策（研究開発プロジェクト構想を含む）の方向性からなるも
のとする。また、必要に応じて政策動向も勘案した政策当局との議論を通じ、技術分野
毎に企業が抱える共通の課題や技術領域を抽出することにより、産学官連携やスター
トアップ企業等による課題解決に向けた取組を促進する。

「技術戦略」の策定においては、内容の客観性を担保するため、情報の取扱及び情報
の陳腐化に注意しつつ、策定途中の案の取りまとめの方向性について複数の外部専
門家から意見を聞くものとする。また、知財・標準については、事業成果の社会実装の
ための重要な取組と位置付け、個々の技術戦略の必須の検討事項とする。

（略）

○数値目標３.‐１
【目標】「基幹目標」

ＴＳＣを中心として、国内外の研究開発動向に関する情報を収集・分析し、成果を政策
遂行のためのエビデンスとして政策当局に提供するとともに、成果を発信していくことが
期待される。一連の活動は高い専門性が求められること、活動の成果の定量的な把握
が困難な場合もあることから、活動全体に対する総合的な評価を実施し、その評点を目
標として設定する。

具体的には、外部有識者により構成される委員会において、①内外の技術情報の収
集・分析、②政策エビデンスの提供、③活動の成果の発信の３つの観点で、策定した資
料の政策文書への引用数、施策立案等に活用された技術戦略の数等の定量指標も用
いながら評価し、４段階評点の平均が最上位または上位の区分の評価となることを目
標とする。
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新旧対照表
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（参考）『新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する
法律』（令和6年6月法律第45号）の成立によりＮＥＤＯ法に追加された条文

○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成14年法律第145号）（抄）

（業務の範囲）
第十五条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる技術（原子力に係るものを除く。）であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な
実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行
うこと。
イ～ニ （略）

二 民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術（原子力に係るものを除く。
以下この条において「鉱工業技術」という。）に関する研究開発を行うこと（前号に掲げるものを除く。）。

三 鉱工業技術に関する研究開発を助成すること。
三の二 鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付
（革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成果発展を加
速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。）を行うこと。

四～八 （略）
八の二 産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二十一条の十六の規定による助言を行うこと。
八の三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条の六第一項
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

九～十五 （略）

○産業競争力強化法（平成25年法律第98号）（抄）

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務）
第二十一条の十六 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の
依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言
を行う。
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3.研究セキュリティ・インテグリティの一層の強化等

➢昨年度、国立研究開発法人において機密情報の漏洩やサイバー攻撃を受けていたことが判明する事案
が発生しており、国立研究開発法人における研究セキュリティ・インテグリティの一層の強化が必要。

➢内閣府が『国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について（令和6年3月29日各府省申し合わ
せ）』を取りまとめて公表しているところ、同申し合わせにおいて、研究セキュリティ・インテグリ
ティの確保に関する今後の取組の方向性が示されるとともに、国立研究開発法人の中長期目標・中長
期計画に明確に位置付けるとされている。

➢また、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和6年5月法律第27号。以下「セキュリ
ティ・クリアランス法」という。）が成立。セキュリティ・クリアランス法に基づく適合事業者に
NEDOが該当する可能性があるため、今後の法施行を見据えた対応が求められる。

➢加えて、既にNEDOが業務として実施している経済安全保障上の重要技術を育成する事業や経済安全
保障上、重要な物資の国内生産能力を増強する生産設備支援事業等に関して、必要な技術情報の収集
やプロジェクト等の執行を通じた政策貢献等が求められている状況。

➢こうした状況の変化を踏まえ、中長期目標中の「（５）各事業における技術流出の防止」との項目名
を「（５）研究セキュリティ・インテグリティの確保及び経済安全保障関連業務の着実な実施」に変
更し、上記の求められる取組内容を追記する必要がある。

➢加えて、これらの取組状況を毎年度、適切に評価できるようにするための変更を行う。
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（参考）令和6年3月29日内閣府科学技術・イノベーション推進事務局公表資料（抜粋）
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（参考）内閣官房ホームページ公表資料（重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の概要）
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新旧対照表

新 旧

（５）研究セキュリティ・インテグリティの確保及び経済安全保障関連業
 務の着実な実施

各事業の実施に当たり、技術情報流出の防止強化のため、公的研
究機関等において、外国為替及び外国貿易法の遵守徹底などの安全
保障貿易管理の取組の促進や、経済安全保障推進法に基づく機微な
技術を適切に管理するための体制整備、研究セキュリティ・インテグリ
ティの確保に向けた対応が求められていることを踏まえ、そのための
具体的取組内容を推進するものとする。

また、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について（令和6
年3月29日関係府省申合せ）」を踏まえ、研究セキュリティ・インテグリ

ティの確保のための今後の取組の方向性に沿った対応を実施すると
ともに、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和6年5
月17日法律第27号）を踏まえた対応についても実施していくこととする。

さらに、経済安全保障上重要となる技術情報は、技術進捗に伴い、
刻々と変化していくことが考えられる。こうした技術の変化に適切に対
応していくため、後述３.（１）に記載するＴＳＣを中心とした技術インテリ

ジェンス機能を活用した情報の収集、経済安全保障に関係するプロ
ジェクト等の執行を通じた政策貢献、関係プロジェクト等で得られた成
果の適切な情報管理を着実に行うものとする。

（略）

なお、ＮＥＤＯが上記（１）から（３）の業務に積極的に取り組むととも
に、組織としての機能強化につなげることを促すこと、また、（４）及び
（５）の取組を着実に行うことを目的として、以下のとおり定量指標を設
定する。

（５）各事業における技術流出の防止

各事業の実施に当たり、技術情報流出の防止強化のため、公的研
究機関等において、外国為替及び外国貿易法の遵守徹底などの安全
保障貿易管理の取組の促進や、経済安全保障推進法に基づく機微な
技術を適切に管理するための体制整備、研究インテグリティの確保に
向けた対応が求められていることを踏まえ、そのための具体的取組内
容を推進するものとする。

（略）

なお、ＮＥＤＯが上記（１）から（３）の業務に積極的に取り組むととも
に、組織としての機能強化につなげることを促すことを目的として、以
下のとおり数値目標を設定する。
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4.その他の変更点

➢経済産業省所管の独立行政法人の目標設定については、できるだけ定量的な指標を設定し、業務実績
がその定量的な指標を上回っているかどうかに基づいた業績評価を実施することとしている。

➢NEDOの第5期中長期目標については、NEDO以外の経済産業省所管独立行政法人の目標における指
標の内容、その指標の考え方、重要度・困難度に関する記載について、レイアウトの平仄に違いがあ
る状況。このため、経済産業省所管の他独立行政法人との記載の平仄を合わせる変更を行う（指標の
内容に変更はない）。

➢また、NEDO内の組織変更に伴う部署名の名称変更や基金予算総額について時点修正を行うなど、修
正が必要な部分について変更を行う。

（参考）指標の記載レイアウト変更

現行の記載レイアウト

＜指標１＞

○指標設定の考え方及び指標の内容

○数値目標の重要度及び困難度

＜指標２＞

○指標設定の考え方及び指標の内容

変更後のレイアウト

＜指標の内容＞

指標１

指標２

＜指標の考え方＞

指標１

指標２

＜指標の重要度＞

指標１

＜指標の困難度＞

指標１

指標毎の記載ではなく下記の記載順
に変更
・指標の内容
・指標の考え方
・指標の重要度
・指標の困難度
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